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第１章 計画の背景と目的  

 

１－１ 背景と目的 

近年、人口減少、少子高齢化の進展等に伴って、空家等※１が全国的に年々増加していま

す。特に、適切な管理が行われないまま放置されている空家等は、安全性や衛生、景観な

ど様々な面で周辺に悪影響を及ぼしていることが大きな問題となっています。 

 

このような状況に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家

法」という。）が平成 26 年 11 月 27 日に公布、平成 27 年 2 月 26 日に一部施行、同

年 5 月 26 日に全面施行され、空家等対策に対する基本方針が国から示されました。ま

た、特定空家等※2 については、市町村長がその所有者に対して講ずることができる措置が

規定され、その参考として「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な指針」や、周辺環境に悪影響をもたらす特定空家等を対象とした「『特定空家等に

対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」が国から示

されました。 

空家法では、「空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施及び

その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める」ことが市町村の責務とさ

れています。 

これらの経緯を踏まえ、本町では、空家等解消に向けた取り組みを総合的かつ計画的に

実施することにより、安心・安全に暮らせる生活環境を確保することを目的として、空家

法第 6 条第 1 項に基づき、「金ケ崎町空家等対策計画（以下、「本計画」という。）」を策定

しました。 

 

 
用語の説明 

※１ 空家等 

空家法第 2 条第 1 項で規定する「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であ

って居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）を指します。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものは除きます。 

 

ここで、使用がなされていないことが常態であるものとは、概ね年間を通して建築物の

使用実績がない状況を示しています。 
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※２ 特定空家等 

空家法第 2 条第 2 項で規定する「特定空家等」とは、以下のいずれかの状態にある空

家等を指します。 

①  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

例）建築物が著しく傾いている 

基礎や土台に大きな変形や破損がみられる 

屋根や外壁などが脱落又は飛散等するおそれがある 

擁壁が老朽化し、危険となるおそれがある 

                               

②  そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

例）ごみの放置や不法投棄による臭気の発生や多数のねずみ、

はえ、蚊等が発生している 

                

                       

③  適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

例）屋根、外壁等が外見上大きく傷んだり汚れたまま放置さ

れている 

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している 

 

                                      

④  その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

例）立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、通行を妨げている 

住みついた動物などが原因で地域住民の日常生活に支障

を及ぼしている 
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第十次金ケ崎町総合発展計画 

《平成 28 年度～平成 37 年度》 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

金ケ崎町空家等対策計画 

《平成 30 年度～平成 33 年度》 

（空家法第 6 条第 1 項） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

             など 

金ケ崎町 

空家等調査結果、所有者意向調査結果 （仮称）金ケ崎町空家等の適

正管理に関する条例 

１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第 6 条第 1 項に定める計画であり、本町の空家等対策を総合的かつ計

画的に実施するために策定するものです。なお、本計画は、本町の最上位計画である「金

ケ崎町総合発展計画」や「金ケ崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略」などとの整合・連

携させた計画とします。（図 1-１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1-１ 計画の位置づけ 

  

【金ケ崎町の最上位計画】 
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第２章 本町の空家等の実態  

 

２－１ 空家等の実態 

(1) 空家等を取り巻く社会的な背景 

① 人口の推移 

国勢調査によると、本町の総人口は平成 17 年までは増加の傾向を示していましたが、

平成 22 年以降は減少傾向に転じています。平成 17 年から平成 27 年までの 11 年間で

総人口を比較すると 501 人（▲3.1％）の減少となっており、今後も減少傾向が続くこと

が予想されます。 

 

年齢 3 区分別の人口をみると、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64

歳）の割合は減少する一方で、老年人口（65 歳以上）の割合が増加しています。また、

高齢化率も年々上昇しており、平成 27 年には 28.3％となっています。（表 2-1、図 2-

1 参照） 

 

表 2-1 総人口及び年齢 3 区分別人口構成比 

 

※構成比については、四捨五入の関係で 100％にならない場合がある 

（出典：国勢調査各年） 

 

  

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

0～14歳 2,603 2,455 2,281 2,138 2,030

（年少） 16.3% 15.0% 13.9% 13.1% 11.0%

15～64歳 10,273 10,302 10,026 9,907 9,362

（生産年齢） 64.5% 62.9% 61.1% 60.7% 58.9%

65歳以上 3,047 3,619 4,082 4,245 4,500

（老年） 19.1% 22.1% 22.8% 26.0% 28.3%

0 7 7 35 3

0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0%

総人口 15,923 16,383 16,396 16,325 15,895

金　ケ　崎　町

年齢不詳

（上段：人）
（下段：％）
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（出典：国勢調査各年） 

 

図 2-1 総人口及び年齢 3 区分別人口構成比 
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② 世帯の推移 

本町の一般世帯※３数は、一貫して増加傾向で推移しています。また、1 世帯あたりの人

員は、平成 17 年から平成 27 年までの 11 年間で 3.06 人から 2.79 人に減少していま

す。人口の減少に対して世帯数が増加しており、核家族化や単独世帯化が進み、世帯規模

が縮小しています。（表 2-２、図 2-２参照） 

 

表 2-２ 世帯数及び 1 世帯あたりの人員 

 

（出典：国勢調査各年） 

 

（出典：国勢調査各年） 

図 2-２ 世帯数及び 1 世帯あたりの人員 

用語の説明 

※３ 一般世帯 

（１）住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者 

（２）上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋

などに下宿している単身者 

（３）会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯数（世帯） 4,538 4,921 5,228 5,398 5,536

１世帯当たりの人員（人） 3.45 3.26 3.06 2.95 2.79

金ケ崎町
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③ 65 歳以上の高齢者世帯の推移 

65 歳以上の高齢者がいる世帯数は一貫して増加傾向で推移しています。高齢者の単独

世帯や、高齢者夫婦のみで暮らしている世帯についても同様に増加傾向となっており、平

成 27 年には、65 歳以上の高齢者がいる世帯のうち高齢者だけで暮らしている世帯は約

3 割を占めています。 

 

子どもが結婚や進学、就職などを契機に独立し、世帯から離れると、老夫婦の世帯や高

齢者の単独世帯などの高齢者だけの世帯が増加します。こういった高齢者のみで暮らす世

帯が多くなれば、居住者の死亡や施設への入所などに伴い、今まで住んでいた住居が空家

等となる可能性が高くなります。また、所有者が高齢化すると、空家等となった後の適正

管理や利活用、解体などの対応が困難となるため、管理が行き届かない空家等の増加が懸

念されます。 

 

表 2-３ 65 歳以上の高齢者世帯の推移 

 

※割合については、四捨五入の関係で 100％にならない場合がある 

（出典：国勢調査各年） 

 

 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯数 4,538 4,921 5,228 5,398 5,536

65歳以上の高齢者がいる世帯 2,120 2,380 2,581 2,688 2,773

46.7% 48.4% 49.4% 49.8% 50.1%

単独世帯 160 204 278 359 415

（高齢者世帯に占める割合） 7.5% 8.6% 10.8% 13.4% 15.0%

高齢夫婦のみ世帯 157 236 314 360 425

（高齢者世帯に占める割合） 7.4% 9.9% 12.2% 13.4% 15.3%

その他の高齢者世帯 1,803 1,940 1,989 1,969 1,933

（高齢者世帯に占める割合） 85.0% 81.5% 77.1% 73.3% 69.7%

金　ケ　崎　町

（一般世帯に占める割合）

（上段：世帯）
（下段：％）
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（出典：国勢調査各年） 

図 2-３ 65 歳以上の高齢者世帯の推移 
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④ 全国および県内の主な市町との空家率の比較 

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、本町の空家率は 4.8％となっています。全国

の空家率 5.3％をやや下回っており、岩手県の空家率と同様の水準となっています。県内

の主な市町をみると、雫石町や奥州市では他の市町と比較して 3～4 ポイント空家率が高

くなっています。（図 2-4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の空家率は統計データに基づき算出したもの 

（出典：平成 25 年住宅・土地統計調査） 

図 2-4 全国および県内の主な市町との空家率の比較  
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(2) 空家等の現状 

平成 27 年度に実施した空家等実態調査の概要及び調査結果は次のとおりです。 

 

① 調査の概要 

(ア) 調査範囲 

町内全域 

(イ) 調査方法 

外観目視による建物の調査、写真撮影、位置の記録 

(ウ) 主な調査内容 

空家等実態調査の主な調査内容です。（表 2-4 参照） 

 

表 2-4 空家等実態調査の主な調査内容 

【主な調査内容】 

調 査 項 目 主 な 調 査 内 容  

建物や所有者に関す

る基本情報 

基本情報（建物の所在地や所有者、構造、築年数など） 

⇒固定資産課税台帳、登記簿、住民票等により確認 

所 見 特定空家等と考えられる状況について整理 

利 活 用 可 能 性 
主に屋根や外壁等の損傷・破損状況等から利活用の可能性を判

定 

調 査 状 況 
外観目視調査により得られた家屋の状態や近隣の状況、近隣住

民から得られた情報などについて整理 

危 険 度 主に屋根や外壁等の損傷・破損状況等から危険度を判定 

緊 急 度 
主に家屋の状態や周囲の状況などを踏まえ、対策の緊急性につ

いて判定 

建 物 の 破 損 状 況 屋根、外壁、窓、進入防止措置、設備等の状態について確認 

景観・衛生上の状況 
敷地内の害虫・害獣の有無、雑草等の繁茂状況、悪臭の有無に

ついて確認 

防犯、防災上の状況 
施錠の有無、可燃物の放置状況、侵入者の目撃情報について確

認 

周 辺 の 状 況 
周辺へのリスクを把握するため、学校や保育所、通学路、道

路、鉄道などの空家等の周辺環境について確認 

建 物 の 不 良 度 判 定 
建物の構造の腐朽又は破損の程度（基礎、土台、はり、外壁、

屋根など）などの状態に応じて、点数化して定量的に評価 
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② 調査結果 

(ア) 空家等の集計結果及び分布状況 

空家等実態調査の結果、本町の空家等は 192 件（平成 27 年度時点）となりました。

町内の空家等について、地区別の集計結果及び分布図を示します。（図 2-5、図 2-6 参

照） 

 

地区別の集計結果をみると、空家等は街地区で 70 件と最も多く、次いで永岡地区、西

部地区の順で多くなっています。           

（件） 

 

図 2-5 空家等の状況（地区別） 

 

空家等の分布をみると、県道 37 号花巻平泉線、196 号胆沢金ケ崎線、270 号西根佐

倉河線、県道 302 号前沢北上線の沿線などを中心として町内全域に広く分布しており、

特に役場周辺や金ケ崎駅周辺などの市街部に約 4 割の空家等が集中している状況です。 
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図 2-6 空家等の分布（地区別） 
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(イ) 空家等の利活用可能性に関する集計結果及び分布状況 

町内の空家等 192 件について、建物の修繕規模に着目し、空家等の今後の利活用可能

性について判断しました。結果は次の通りです。 

 

利活用可能   33 件（約 17.2％） 

簡易な修繕で利活用可能 55 件（約 28.6％） 

大規模な修繕が必要である 69 件（約 35.9％） 

利活用不可能   35 件（約 18.2％） 

 

この結果、今後の利活用が可能と考えらえれる空家等は、あわせて 88 件（約

45.8％）となりました。次に、地区別の集計結果及び分布図を示します。（図 2-7、図

2-8 参照） 

 

地区別の集計結果をみると、利活用の可能性の高い空家等は、街地区や永岡地区、三ケ

尻地区などで比較的多い状況です。特に街地区では、修繕しなくても居住可能と考えられ

る状態の良い空家等が多いことがわかります。 

（件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 空家等の利活用可能性（地区別） 
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図 2-8 空家等の利活用可能性分布（地区別） 
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(ウ) 危険な空家等に関する集計結果及び分布状況 

町内の空家等 192 件について、建物の不良度に着目し、空家等の老朽化の状態につい

て判断しました。なお、不良度の判定にあたっては、「外観目視による不良度判定の手引

き（案）（平成 23 年 12 月国土交通省住宅局）」を参考としています。約 2 割の空家等

は、建物の構造又は設備の状態が著しく不良であるという結果となりました。 

 

70 点未満   124 件（約 64.6％） 

70 点以上 100 点未満  24 件（約 12.5％） 

100 点以上（不良住宅） 44 件（約 22.9％） 

 

地区別の集計結果及び分布図を示します。（図 2-9、図 2-10 参照） 

 

地区別の集計結果をみると、西部地区や永岡地区などで不良度が 100 点を超えている

空家等が多くなっています。 

（件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 危険な空家等（地区別） 
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図 2-10 危険な空家等の分布（地区別） 
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(エ) 特定空家等に該当すると考えられる空家等の集計結果及び分布状況 

町内の空家等 192 件について、外観目視や近隣からの聞き取りなどにより、特定空家

等に該当する可能性の高い空家等について判断しました。なお、特定空家等の判定にあた

っては、「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイ

ドライン）」を参考に実施しました。その結果は次の通りです。 

 

特定空家等に該当しない  136 件（約 70.8％） 

特定空家等に該当すると考えられる 56 件（約 29.2％） 

 

この結果、今後の利活用が可能と考えらえれる空家等は、あわせて 88 件（約

45.8％）となりました。 

 

次に、地区別の集計結果及び分布図を示します。（図 2-11、図 2-12 参照） 

地区別の集計結果をみると、西部地区や永岡地区で特定空家等に該当すると考えられる

空家等が多くなっています。市街部の街地区は、特定空家等の割合は最も低くなっていま

すが、人口、住宅が密集している地域であることから、こうした問題のある空家等が近隣

へ及ぼす影響が大きく、危険性が高いといえます。管理が行き届いていないことにより周

囲に著しい影響を及ぼしている空家等に対しては、特定空家等として認定し、問題の早期

改善に向けて措置を講ずる必要があります。 

 （件）

 

図 2-11 特定空家等に該当すると考えられる空家等（地区別） 
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図 2-12 特定空家等に該当すると考えられる空家等の分布（地区別） 
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(3) 所有者の状況及び意向 

本町では、平成 26 年度に空家等の所有者等を対象として郵送方式によるアンケート調

査を実施し、今後の利用予定や空き家バンクの利用希望などについて把握しました。な

お、このアンケート調査は、空家等実態調査に先立ち、空家等であるかどうかを確認する

ために行ったものであり、空家等実態調査の結果に基づく空家等の所有者等を対象に調査

したものではありません。 

 

① 調査の概要 

(ア) 調査対象 

空家等の所有者等 

(イ) 調査方法 

郵送方式 

(ウ) 調査範囲 

町内全域 

(エ) 回収結果 

配布数 227 通 

回収数 140 通 

回収率 61.7％ 

  ※宛先不明で返送されたものは 10 通  
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② 調査結果 

所有者意向調査の主な結果は次のとおりです。 

A) 空家等であるか 

  

 

調査時点で空家等となっているかどうかについて確認したところ、「空家等である」

が約 81.4％となりました。一方、物置などで使用していたり、貸し出しているなどの

理由により「空家等ではない」ものが約 15.7％となっています。（図 2-13 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答が得られた建物のうち、約 8 割は空家等となっている 

図 2-13 空家等であるか 

空家等である

81.4%

空家等ではな

い（使用中、

賃貸など）

15.7%

無回答

2.9%
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B) 空家等の管理状況 

  

  

 

空家等の管理状況についてみると、「月に 1～2 回」が約 30.7％と最も多く、次いで

「半年に 1 回程度」が約 22.8％、「年に 1 回程度」が約 14.0％となっています。ま

た、4 月～11 月頃までの農繁期には頻繁に来ているものの、冬期間はほとんど来てい

ないといった回答もみられます。（図 2-14 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-14 空家等の管理状況 

3.5%

3.5%

10.5%

30.7%

22.8%

14.0%

12.3%

0.9%

1.8%

■ 農繁期にはほぼ毎日

■ 週に3回以上

■ 週に1～2回

■ 月に1～2回

■ 半年に1回程度

■ 年に1回程度

■ 管理していない

■ その他

■ 無回答

空家等の管理状況は 「月に 1～2 回」が約 3 割「半年に 1 回程度」が約 2 割 
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C) 空家等の今後の予定 

  

  

 

空家等の今後の予定として最も多かったのは、「売却もしくは譲渡したい（まだ目処

がついていない」が約 22.8％、次いで「手放す予定はない」が約 19.3%、「解体した

いが費用がかかるため解体できない」が約 14.0％でした。空家等を手放したいという

考えがあっても利活用が思うように進んでいない状況や、空家等を解体したくても所有

者等の経済的な事情によりできない状況がみられます。（図 2-15 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 2-15 空家等の今後の予定 

空家等の今後の予定は 「売却もしくは譲渡したい（まだ目処がついていな

い」 が約 2 割、「手放す予定はない」が約 2 割 

1.8%

14.0%

22.8%

2.6%

19.3%

39.5%

■ 解体予定（既に目処がついている）

■ 解体したいが費用がかかるため解体できない

■ 売却もしくは譲渡したい（まだ目処がついていない）

■ 相続等の整理ができていないため、手がつけられない状態である

■ 手放す予定はない

■ 無回答
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D) 空き家バンク利用希望 

  

  

 

 

空き家バンクの利用希望についてみると、「希望する」が約 28.1％、「希望しない」

が約 27.2％でした。「希望しない」理由をみると、老朽化がひどく、建物の内部も含め

て居住できる状態ではない、といった回答が多くみられました。（図 2-16 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-16 空き家バンク利用希望 

希望する

28.1%

希望しない

27.2%

無回答

44.7%

空き家バンクの利用を「希望する」が約 3 割 

老朽化が著しく、利活用できなくなっているものも多くなっている 
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２－２ 空家等対策を進める上での現状及び課題 

本町の空家等の現状を分析すると、次のような課題が挙げられます。 

現状及び課題１ 高齢化の進行等に伴う空家等の増加 

住んでいた人の死亡や長期入院・入所などが空家等となる主な契機となっています。本

町においても、人口減少や高齢化の進行に伴い、高齢者が総人口の約 3 割を占めており、

特に 65 歳以上の高齢者だけで暮らしている世帯（単独世帯、高齢者夫婦のみの世帯）が

増加していることなどから、今後、空家等がさらに増加することが予想されます。 

こうした状況を踏まえ、空家等の発生を予防するための対策について検討する必要があ

ります。 

現状及び課題２ 利活用に向けた課題 

空家等実態調査の結果、建物の状態が良好で利活用の可能性が高いと判断された空家等

は約 5 割となっており、街地区など一定の需要が期待される地域に比較的まとまって分布

しています。また、約 3 割の方が空き家バンクを利用して空家等の利活用を希望していま

す。 

一方で、こうした空家等の多くは市場に流通していない状況であることから、賃貸又は

売却意向のある所有者等に働きかけ、空き家バンクなどを活用し、空家等の流通を促進す

るための対策について検討する必要があります。 

現状及び課題３ 適切な維持管理に向けた課題 

空家等を管理していると回答した方は約 9 割と大半を占めていますが、このうち月 1

回以上管理している方は約 5 割にとどまっており、定期的な維持管理が行われていない空

家等も多くみられます。空家等が適正に維持管理されない主な理由としては、管理意識が

希薄であることや、所有者等の高年齢化、遠方居住などが考えられます。 

こうした状況を踏まえ、空家等をより良い状態で維持していくための対策について検討

する必要があります。 

現状及び課題４ 老朽化した空家等の増加 

建物の老朽化が著しく危険性が高いと判断された空家等が約 2 割みられます。また、今

後空家等を利活用する意向がない方は約 2 割となっており、その理由として「空家等の老

朽化が著しく、活用が難しい」といった回答が多くみられました。解体して更地にしたく

ても解体費用を捻出できないといった所有者側の事情もあります。 

こうした状況を踏まえ、老朽化した危険空家等の解消に向けた対策について検討する必

要があります。 
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第３章 空家等対策に対する基本的な考え方  

 

３－１ 対象とする地区 

平成 27 年度に実施した空家等実態調査の結果をみると、町内の空家等は町域全域に広

く分布しており、空家等対策を総合的に実施する観点から、本計画における空家等対策を

実施する地域は「町内全域」とします。 

 

３－２ 対象とする空家等 

本計画の対象とする空家等は、空家法第 2 条第 1 項に規定される「空家等」とします。 

また、地域の安全と快適な生活環境を早期に確保する必要があることから、空家等のう

ち、同法同条第２項に規定される「特定空家等」に認定された空家等については危険度や

緊急度、地域の要望などを判断し、優先的に対策に取り組むこととします。 

 

３－３ 計画期間 

「第十次金ケ崎町総合発展計画」は、平成 28 年度から平成 37 年度を基本計画として

います。また、総務省が 5 年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」は、平成 30 年に調

査が予定されています。本計画の見直しの際、総合発展計画との整合を図るとともに、統

計調査結果を活用するため、本計画の計画期間は、平成 30 年度から平成 33 年度までの

4 年間とします。 

ただし、社会・経済情勢等の変化により、計画見直しの必要性が高まった場合は、必要

に応じ、適宜見直しを行うこととします。 

 

 

  

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

第十次金ケ崎町総合発展計画

空　家　等　対　策　計　画

住 宅   ・   土 地 統 計 調 査 調査 公表

10年

4年

見直し

見直し
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３－４ 空家等対策に関する基本的な方針 

本計画における基本方針は、空家等対策を進める上での課題に基づき、空家等の状態や

各段階に応じた適切な対策を推進するため、次のとおり 5 つの基本方針を定め、具体的な

対策を実施していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本方針１ 空家等の発生抑制  

居住 

 

空家化 

 

管理不全 

 

危険空家 

将来的な空家等の増加が見込まれる中、新たな空家等の発

生を防ぐことも必要であることから、空家等となる前から所

有者等に対し、管理者としての意識を高めるための意識啓発

や相続登記の必要性などの各種情報提供などを通して、新た

な空家等の発生予防に向けた対策に取り組みます。 

 

基本方針２ 空家等の利活用促進 

空家等の期間が長期化すると、建物の破損や老朽化が進行

し、売却や賃貸等が困難となることから、利活用に役立つ情

報提供や空き家バンクの登録に向けた働きかけなどを積極的

に行い、空家化した早期段階での利活用に向けた対策に取り

組みます。 

 

基本方針３ 空家等の適正管理の促進 

空家等は、本来は空家等の所有者等の責務により適正に管

理される必要があることから、適切な管理に向けた情報提供

や啓発を行います。また、高齢の所有者等や遠隔地に居住し

ている所有者などについては、管理代行などの仕組みについ

て検討し、問題の解決に向けた対策に取り組みます。 

 
基本方針４ 危険な空家等の抑制・解消 

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に

対しては、空家法に基づく措置など法的根拠に基づいた実効

性のある対応を図り、安全・安心な生活環境の保全のため、

危険な空家等の抑制・解消に向けて取り組みます。 
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３－５ 空家等に関する相談及び対策の実施体制 

(1) 金ケ崎町空家等対策協議会 

町が実施する空家等に関する施策について必要な事項を協議するため、金ケ崎町空家等

対策協議会を設置しました。本協議会は、専門性、公平性を高めるため、法務、不動産、

建築、地域住民など、幅広い分野からの委員で構成されています。協議会の役割として

は、本計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うほか、その他空家等対策に必要

と認められる事項について協議を行います。 

 

(2) 庁内の実施・相談体制 

空家等になる要因は、所有者等の状況により様々なケースが考えられます。また、所有

者等だけでは解決できない課題も多くなってきています。空家等の課題は、所有者等だけ

ではなく、地域のまちづくり上の課題でもあるため、空家等の課題解決に向けて、庁内の

関係する各課が分野横断的に連携して取り組む必要があります。 

今後、本町における空家等の数はますます増加していくことが予想されていることか

ら、空家等の所有者等や町民などから寄せられた様々な通報や相談に迅速に対応するた

め、空家等に関する相談窓口を総合政策課内に設置します。相談窓口で受けた相談・問合

せは、関係する部署で共有し、連携・協力して対応します。（表 3-2 参照） 

表 3-2 庁内の実施・相談体制 

 課 名 相 談 及 び 対 応 の 内 容  

総 合 政 策 課 

・空家等全般に関する総合相談窓口 

・空家等に関すること（建物の老朽や腐朽等） 

・空家等対策計画の作成、変更に関すること 

・空家等対策協議会に関すること 

・空家等の敷地における雑草や樹木の繁茂に関すること 

税 務 課 ・固定資産税に関すること 

保健福祉センター ・成年後見人制度に関すること 

生 活 環 境 課 

・火災に関すること 

・ゴミに関すること 

・害虫に関すること 

商 工 観 光 課 
・空き家バンクに関すること 

・空家等を活用した定住・移住に関すること 

農 林 課 ・害獣に関すること 

建 設 課 
・道路の安全に関すること（枝の張り出しによる通行の妨げ、部

材飛散等による危険性など） 
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水処理センター ・上下水道使用状況に関すること 

教育委員会事務局 
・重要伝統的建造物群保存地区内の空家の相談・対応に関する

こと 

平成 30 年３月現在 

(3) 各種関係団体との連携体制 

所有者等の様々な分野の相談に対応するため、法務、不動産及びその他の関係団体等と

連携し、幅広く空家等の対策促進を行います。 

 

(4) 空家等の対策に向けた実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月現在 

図 3-1 空家等の対策に向けた実施体制  

地 域 住 民 

所 有 者 等 

商工観光課 

相 

談 

・空家法に基づく措置 

・情報提供 

・空き家バンクによる

利活用支援 など 

各 種 専 門 ・ 関 係 団

アドバイス

サ ポ ー ト 

相 談 

空家等対策協議会 

建設課 協

議 

生活環境課 

空家等相談窓口 

総 合 政 策 課 
農林課 

税務課 

保健福祉センター 

水処理センター 

教育委員会事務局 
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３－６ 空家等に関する調査について 

(1) 継続的な空家等情報の把握 

平成 27 年度に町内全域を対象とする実態調査を実施しました。空家等は更に発生する

見込みであることから、今後も日常的な調査を実施し、空家等に関する情報を継続的に把

握することとします。 

 

日 常 的 な 調 査  
・区長や町民等からの通報等に基づく空家等情報の収集 

・関係各課で把握した空家等の情報に基づく空家等情報の収集 

 

(2) 主な調査内容 

① 空家等実態調査 

前項により把握した空家等情報に基づき、職員（又は委託業者）が外観目視による

現地調査等を実施します。 

 

主な調査内容は次のとおりです。 

 

【主な調査内容】 

調 査 項 目 主 な 調 査 内 容  

建物や所有者に関す

る基本情報 

基本情報（建物の所在地や所有者、構造、築年数など） 

⇒固定資産課税台帳、登記簿、住民票等により確認 

所 見 特定空家等と考えられる状況について整理 

利 活 用 可 能 性 
主に屋根や外壁等の損傷・破損状況等から利活用の可能

性を判定 

調 査 状 況 
外観目視調査により得られた家屋の状態や近隣の状況、

近隣住民から得られた情報などについて整理 

危 険 度 主に屋根や外壁等の損傷・破損状況等から危険度を判定 

緊 急 度 
主に家屋の状態や周囲の状況などを踏まえ、対策の緊急

性について判定 

 

  



 

30 

② 空家等所有者の特定に向けた調査 

空家等対策に取り組むためには、空家等の所有者等に対して、空家等の利活用や適正管

理、特定空家等の状態の改善などを促す必要があります。そのため、空家等実態調査で把

握した空家等について、所有者等の所在、氏名、連絡先等について調査します。なお、所

有者等の特定にあたっては、固定資産税台帳の情報や、登記情報、住民票情報などにより

行います。  
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第４章 基本的な施策 
 

４－１ 空家等対策に向けた基本的な施策 

 

 

 

１－１ 建物所有者を対象とした早期啓発 

空家等の発生を抑制するためには、居住している時から空家等の問題を認識してい

ただくとともに、相続や今後の住まいの在り方などについて普段から家族で話し合っ

ていただける環境を整えることが重要です。空家等の発生抑制に向け、現在居住中の

町民を対象として、空家等の管理責任や適正管理の必要性、相続などに関する情報を

広報やパンフレット等を通じて発信し、町民の理解促進を図ります。 

 

１－２ 空家等に関する講習会・相談会等の開催 

空家等となった場合のリスクやその備えについて意識を持っていただく機会を増や

すため、専門家と連携した講習会や相談会の開催について検討します。 

 

１－３ 相続に起因する空家化の予防 

空家等の所有者は高齢者が多いため、相続されないまま放置されて相続関係が複雑

化してしまったり、認知症などにより空家等に関する意思決定が困難となるケースが

多くなっており、そのことが長期の空家化を招く要因のひとつとなっています。この

ような事態を防ぐため、相続発生時に速やかに登記手続きをするなどの啓発に努めま

す。また、様々な機会を利用し、高齢者向けの講習会などを行い、住まいを適切に引

き継いでいくための必要性や意義についての啓発を行います。 

 

１－４ 空家等となった段階での早期対応 

空家等となった後に管理者不在のまま放置されることを防ぐため、水道閉栓や転居

などの届け出の際、ご家族の方に空家等の相談窓口や利活用方法などについて記載し

たパンフレットを配布することにより、空家等となって間もない段階での利活用・適

正管理・除却を促します。 

  

基本方針１ 空家等の発生抑制 

 

第 4 章 
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１－５ 安心して住み続けることができる環境づくり 

住まいとしての性能が不十分であると、住み続けることや住み継ぐことが困難とな

り、新たな空家等が発生する要因のひとつとなっています。このようなことから、住

宅のリフォームや木造住宅の耐震診断・改修工事などを対象とした補助を継続し、住

宅ストックの良質化を通して空家等の発生抑制を図ります。 

 

 

 

２－１ 空き家バンクの活用促進 

空き家バンクにおける取引を活性化させるためには、空き家バンクへの登録物件を

増やすことが不可欠となります。そこで、空き家バンクへの登録を促進するため、町

の広報や窓口、パンフレット等を利用して積極的に周知し、空家等の所有者等に登録

を促していきます。また、所有者意向調査や空家等実態調査結果を踏まえ、利活用を

希望する所有者等に対して空き家バンクへの登録について働きかけを行います。 

 

また、空き家バンクに登録された物件の流通促進を図るため、全国の各自治体の空

き家情報を集約している「全国版空き家・空き地バンク」を活用するなど空き家バン

クの物件情報を強化することで、より多くの利用希望者が登録物件を閲覧できるよう

検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-1 金ケ崎町空き家バンクの流れ 

 

基本方針２ 空家等の利活用促進 
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■空家等の活用を支援する町の補助事業 

・金ケ崎町空き家住宅活用事業 

・金ケ崎町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 

・住宅建設資金金利負担軽減補助金 

・金ケ崎町空き店舗活用補助金 

・金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金 

２－２ 空家等の活用に対する支援 

空家等の利活用の促進と本町への移住の促進を図るため、空家等の利活用のために

必要となる住宅の改修や木造住宅の耐震改修にかかる費用、空家等を購入する際の金

利負担の補助などを継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 中古住宅の流通促進に向けた住宅診断に対する支援 

空家等の中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加え、その後の維持管理や経年

劣化の状況により、建物や設備等の不具合や欠陥など、物件ごとの品質等に差がある

ことから、空家等の購入を検討する消費者にとっては、その性能や品質への不安から

物件の購入を躊躇してしまうことなどが考えられ、このことが空家等の流通を阻害す

る要因となっている可能性があります。 

このようなことから、安全・安心で良質な中古住宅の流通を促進するため、資格を

有した専門家による住宅診断（建物の劣化状況や改修の必要性等に関する診断）費用

の補助について検討します。 

 

２－４ 地域資源としての空家等の利活用の促進 

空家等の利活用は、住宅としての利用だけでなく、地域の課題やニーズに対応する

ために、福祉施設や子育て支援施設、ポケットパーク、雪置き場、防災公園など様々

な用途への転用を検討し、地域コミュニティの形成や防災・防犯、住環境の保全、子

育て支援など、多様化する地域課題の解決に向けた活動拠点として有効活用すること

についてもあわせて検討していきます。 
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３－１ 所有者等への適正管理に向けた意識啓発 

空家等の管理は、空家法第 3 条において「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されて

います。しかしながら、空家等の所有者等が維持管理の必要性を感じていないことが

多く、長期間使用されずに放置された空家等が増加し、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼしています。 

空家等が管理不全な状態とならないよう、所有者等による自発的な適正管理を促す

ため、広報やパンフレットなどを利用し、所有者等の管理責任や維持管理の必要性な

どに関する周知・啓発を行います。なお、すでに地元を離れて居住する空家等の所有

者等への働きかけも重要な観点であることから、固定資産税納税通知書に空家等の適

正管理に関する文書を同封するなどの対応を図り、確実な周知・啓発に努めます。 

また、相談窓口の周知を図り、迅速な初期対応を行うとともに、専門団体との連携

による出前講座やセミナーの開催などを通じ、空家等の適正管理について所有者等の

意識醸成に努めます。 

 

３－２ 適正管理に向けた支援 

空家等の老朽化を防ぐためには、定期的な維持管理が必要となります。しかし、実

際には高齢の所有者等や居住地が遠隔地の場合には、その負担が大きくなります。 

このような場合であっても、空家等の所有者等が適切に維持管理を行えるよう、民

間事業者などが実施している既存の空家等管理代行サービスを紹介するほか、シルバ

ー人材センター、地域住民などとの協力による維持管理サービスの構築について検討

を進めます。 

 

３－３ ふるさと納税を活用した空家等管理の検討 

空家等を維持管理するため、ふるさと納税の新たな返礼として町内にある寄付者の

空家等を管理するサービス（建物の外壁・屋根・窓等の破損確認、通気、除草、郵便

物の転送など）の提供について検討します。 

  

基本方針３ 空家等の適正管理の促進 
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４－１ 特定空家等に対する法に基づく措置の実施 

空家等は、第一義的には所有者に管理責任がありますが、部材の飛散や倒壊、落

雪、雑草・樹木の繁茂など、現に周囲に悪影響を及ぼしている（又は、予見される）

空家等については、周辺住民への影響が懸念されるため、その影響の度合い等を総合

的に判断し、早急な改善・措置が必要となります。 

 

①  特定空家等の認定 

特定空家等に該当するか否かの判断にあたっては、国土交通省が定める「『特定

空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ

ン）」を参照することとし、公共の利益の確保の観点から、所有者等の対応状況や

近隣住民からの苦情の有無、周辺への悪影響の度合い、危険度の切迫性などについ

て、金ケ崎町空家等対策協議会で総合的に審議した上で、町長が認定することとし

ます。 

 

②  特定空家等に対する措置の実施 

特定空家等に認定された空家等については、空家法第 14 条の各項に定められた

内容に従い、空家等の所有者等に対して法的な措置を講ずることとなります。特定

空家等に関する措置を講ずるに際しては、図 4-２に示す流れで実施します。 

 

  

基本方針４ 危険な空家等の抑制・解消 
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図４-２ 特定空家等に対する措置の流れ 

  

空家等の情報把握 

立入調査（空家法第 9 条） 

【A】助言又は指導 

（空家法第 14 条第 1 項） 

【B】勧 告 

（空家法第 14 条第 2 項） 

【C】命 令 

（空家法第 14 条第 3 項） 

【D】代執行 

（空家法第 14 条第 9 項） 

公 告 

（空家法第 14 条第 10 項） 

【E】略式代執行 

（空家法第 14 条第 10 項） 

所有者等が判明 所有者等が不明 

所有者等調査（空家法第 10 条） 

金ケ崎町空家等対策協議会の審議 

特定空家等の認定 

国が示すガイドラインに基づく特定空家等の判断 

所有者へ 

改善を促す 

該当する 

該当しない 
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【A】助言又は指導（空家法第 14 条第 1 項） 

町長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の

生活環境の保全を図り、適切な管理のために必要な措置を講ずるよう助言又は指導

を行います。 

 

【B】勧告（空家法第 14 条第 2 項） 

町長は、助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善さ

れないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付

けて、助言又は指導に係る措置を勧告します。 

なお、平成 27 年度の税制改正により、勧告した場合は、その敷地については固

定資産税等の住宅用地特例（一定の減免措置）の対象から除外します。 

 

※参考 固定資産税の住宅用地の特例 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 固定資産税 

空き地（更地） 建物が何も無い状態 課税標準×1.5% 

小規模住宅用地 
住宅 1 戸につき

200 ㎡まで 
課税標準×1/6 

一般住宅用地 
住宅 1 戸につき

200 ㎡を超えた部分 
課税標準×1/3 

 

【C】命令（空家法第 14 条第 3 項） 

町長は、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

た場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、勧告に係る措置をとることを命令します。 

なお、この場合、命令を受けた者に対し、通知書を交付し、意見書及び自己に有

利な証拠を提出する機会を与えます。また、通知書を交付された者に対し、公開に

よる意見聴取の機会を設けます。 
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【D】代執行（空家法第 14 条第 9 項） 

町長は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が措置を履

行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見

込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い代執行を行います。なお、

代執行に要した一切の費用は、義務者から徴収します。 

 

【E】略式代執行（空家法第 14 条第 10 項） 

町長は、必要な措置を命じようとする場合において、過失がなく措置を命ぜられ

るべき者を確知することができないときは、本来その者の負担により実施すべき措

置を、町長が自ら実施するか、又は、命じた者もしくは委任した者に行わせること

ができます。なお、代執行に要した一切の費用は、後に義務者が判明した際には、

その者から徴収します。 
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■金融機関と連携した空家等の解体等に対する支援 

・いわぎん空き家活用・解体ローン 

 

４－２ 危険な空家等に対する対応 

空家法に定義される特定空家等には該当しないものの、適切な管理が行われておら

ず、将来的に周辺への影響が懸念される空家等については、所有者等による問題改善

や除却を促すため、区長等と連携し、訪問や電話、文書の送付などによる所有者等へ

の働きかけを行います。 

 

４－３ 空家等の解体に向けた支援 

空家等の所有者等による自発的な空家等の解体、解体後の跡地活用を支援するた

め、解体等に必要となる資金を提携金融機関から低金利で借り入れることのできるロ

ーンを継続します。 

 

 

 

 

また、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等の除却を促進することで地域の生

活環境の向上を図るため、危険な空家等の除却を行う所有者等に対しては、国土交通

省の社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）の活用などを視野にいれた空

家等の除却に向けた支援について検討を行います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

資料１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

資料２ 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るため

に必要な指針（ガイドライン） 

資料３ 金ケ崎町空家等対策協議会設置要綱 

   

 

資料編 



 

資料１-1 

 

■空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関す

る施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理す

るものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも

のとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

 (2) 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

 (3) その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
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３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

(2) 計画期間 

(3) 空家等の調査に関する事項 

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

(6) 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同条 第

２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第１

０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関す

る事項 

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村

長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 
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第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技

術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせること

ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す

るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な

情報の提供を求めることができる。 
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（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて同じ。）に関

するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の

提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができ

る。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 



 

資料１-5 

 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の助言若

しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に

定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の

負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及び

その期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任し

た者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は

妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章

（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 
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（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の

過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円以下

の過料に処する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日

【平成２７年政令第５０号により平成２７年２月２６日】から施行する。ただし、第９

条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定は、公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において政令で定める日【平成２７年政令第５０号により平成２７年

５月２６日】から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。
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■金ケ崎町空家等対策協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 金ケ崎町が実施する空家等に関する施策について必要な事項を協議するため、金ケ

崎町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２ 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する事項  

（２）その他協議会において必要と認められる事項 

（組織） 

第３ 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちか

ら町長が委嘱し、又は任命する。 

（１）副町長 

（２）法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

（３）町民 

（４）その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

  （会長及び副会長） 

第５ 協議会に会長及び副会長１人を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は委員の

うちから会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

  （会議） 

第６  協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 （庶務） 

第７ 協議会の庶務は、総合政策課において処理する。 
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金ケ崎町空家等対策協議会委員名簿 

 

平成 30 年 3 月 20 日現在 

  分野 所属 役職 氏名 備考 

1 法務 高橋良一法務行政書士事務所 行政書士 高橋 良一   

2 建築 金ケ崎建築設計舎 建築士 菊地  建   

3 建設 金ケ崎町建設業協会 会 長 板宮 一善   

4 防災 
奥州金ケ崎行政事務組合 

消防本部金ケ崎分署 
分署長  小原 共市  

5 福祉 
金ケ崎町民生委員児童委員 

協議会 
会 長 高橋 政喜 副会長 

6 町民 街地区自治会長連絡協議会 会 長 柏井 慶一   

7 町民 西部地区自治会長連絡協議会 会 長 上松 東治   

8 法務 
盛岡地方法務局水沢支局 

登記部門 

総 括 

登記官  
佐藤 聖一   

9 その地 シルバー人材センター 理事長 小野寺 逸夫   

10 行政 金ケ崎町 副町長 小野寺 正徳 会長 

 


